
 

散布後の注意 

１．全身をよく洗う。  

（1）散布終了後はすぐに口と眼をすすぎ、顔や手足だけでなく全身を石けんでよく洗いましょう。  

（2）共同防除では、散布者の健康を守るために、共同作業所、機械収納庫の隣にシャワー室、更

衣室、休憩室を整備し、それらを活用することが健康管理上重要です。  

２．作業後及びその晩は次のことに注意する。  

（1）酒は飲まない。  

（2）夜ふかしをしない。  

（3）気分が少しでも悪かったら医師の診断を受けましょう。その際には、使用した農薬容器等を

持参し、農薬の散布作業に従事したことを告げましょう。  

３．使用した防除機具はよく洗っておきましょう。  

４．作業に使用した衣類は全て石けんでよく洗いましょう。  

５．使用後の空袋や容器等  

容器内に残った農薬を取り除いた後に、廃棄物処理業者への処理の委託等により環境に影響

を与えないよう安全に処理します。特に、農薬空容器の野焼き（野外での焼却）は、法律（「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号））により禁止されているので絶対

に行わないようにしましょう。  

 

 容器内に残った農薬の除去方法 

容器の種類 残った農薬の除去方法 

缶・ビン 

（水洗できる容器） 

 散布機や希釈用容器に、中身の農薬をボダ落ちが無くなるま

で逆さまにして移し終えた後、容器約 1/4程度の水を加えて密

栓し、よく振とうして散布液剤調整時に希釈水として使用する。

この操作を３回繰り返した後に、目に見えるような残分が無い

ことを確認し、容器内の水をよく切ってまとめて保管する。 

紙袋 

（水洗できない容器） 

散布機や希釈用容器に、中身の農薬を移し終えたのち、袋を軽

くたたいて内面への付着分を散布機や希釈容器に入れる。目に

見えるような残分がないことを確認し、たたんで保管する。 

金属缶 

（揮発性農薬の入ったもの） 

使い終わった缶を周囲に影響のない圃場に、臭いが抜けるまで

１～２日逆さまに立てて残液を土中にしみ込ませ、容器を空に

する。その後、１か月間ほど缶を倒立し臭気が抜けたら圃場か

ら回収する。なお、３日くらいで臭気を抜くには、残液を前述

の方法で処理して容器を空にした後、缶の底面に３、４か所穴

を開け、口栓を開けて、周囲に影響のない場所に缶を横倒しに

し、風通しがよくなるようにする。この際、２～３缶をロープ

等で束ねて、缶が風で転がらないようにする。 

エアゾ－ル缶 
中身の農薬を使い切った後、火気のない戸外で噴射音が消える

までガスを抜く。  
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６．農薬の保管  

（1）農薬は直射日光の当たらない乾燥した涼しいところへ保管します。  

（2）農薬の保管は厳重にし、保管庫には必ず鍵をかけておきます。  

（3）残った農薬は密封、密栓し、ほかの瓶には絶対に移し替えないこと（牛乳びんに移し替えた

ため、誤って飲んだ例がある）。  

（4）食品の近くに置かない。また、子供の手が届かないところにおきましょう。  


